
目

次

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
一

公
安
委
員
会

○
技
能
検
定
員
等
の
審
査
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
運
転
免
許
課
）
…
一

○
指
定
講
習
機
関
の
休
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

収
用
委
員
会

○
収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
百
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

株
式
会
社
リ

ア
ル
シ
ン
グ
弘
前
市
大
字
中
野

五
丁
目
八
の
一
三
訪
問
介
護
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

サ
ク
ラ
イ
ズ
弘
前
市
大
字
桜
ケ

丘
四
丁
目
一
の
五
令
和八･
四･
一

青
森
県
告
示
第
百
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

企
業
組
合
み

ち
の
く
ク
リ

ー
ナ
ー
ス

つ
が
る
市
稲
垣
町

沼
崎
幾
代
崎
四
七
共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
み
ち
の

く

つ
が
る
市
稲
垣
町

沼
崎
幾
代
崎
四
七
令
和八･
三･三一

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

令
和
八
年
度
技
能
検
定
員
及
び
教
習
指
導
員
の
審
査
を
次
の
と
お
り
行
う
の
で
、
技
能
検
定
員
審

査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
二
月
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
。
以
下
「
審
査
規
則
」
と
い

青
森
県
報
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第
千
三
十
七
号

令
和
八
年三

月
六
日

（
金
曜
日
）



う
。
）
第
二
条
及
び
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
六
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

一

審
査
の
種
類
、
期
日
、
場
所
及
び
項
目

審

査

の

種

類

審
査
期
日

審

査

場

所

審
査
項
目

技
能
検
定
員
（
普
自
二
）

教
習
指
導
員
（
普
自
二
）

一

令
和
八
年
五

月
七
日
か
ら
同

月
十
一
日
（
土

曜
日
・
日
曜
日

を
除
く
。
）
ま

で
の
午
前
九
時

か
ら
午
後
五
時

ま
で

二

令
和
八
年
五

月
十
八
日
か
ら

同
月
二
十
日
ま

で
の
午
前
九
時

か
ら
午
後
五
時

ま
で

三

令
和
八
年
五

月
二
十
七
日
か

ら
同
月
二
十
八

日
ま
で
の
午
前

九
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で

青
森
市
大
字
三
内
字
丸

山
一
九
八
の
四

青
森
県
警
察
本
部
交
通

部
運
転
免
許
課

技
能
検
定
に
関

す
る
技
能
及
び

知
識

教
習
に
関
す
る

技
能
及
び
知
識

技
能
検
定
員
（
大
型
）

（
中
型
）

（
準
中
型
）

（
大
特
）

（
牽
引
）

教
習
指
導
員
（
大
型
）

（
中
型
）

（
準
中
型
）

（
大
特
）

（
牽
引
）

一

令
和
八
年
六

月
一
日
か
ら
同

月
三
十
日
（
土

曜
日
・
日
曜
日

を
除
く
。
）
ま

で
の
午
前
九
時

か
ら
午
後
五
時

ま
で

二

令
和
八
年
十

月
一
日
か
ら
同

月
九
日
（
土
曜

日
・
日
曜
日
を

除
く
。
）
ま
で

の
午
前
九
時
か

ら
午
後
五
時
ま

で

右

同

技
能
検
定
に
関

す
る
技
能
及
び

知
識

教
習
に
関
す
る

技
能
及
び
知
識

技
能
検
定
員
（
普
通
）

一

令
和
八
年
七

右

同

技
能
検
定
に
関

月
一
日
か
ら
同

月
七
日
（
土
曜

日
・
日
曜
日
を

除
く
。
）
ま
で

の
午
前
九
時
か

ら
午
後
五
時
ま

で
二

令
和
八
年
七

月
十
四
日
か
ら

同
月
十
七
日
ま

で
の
午
前
九
時

か
ら
午
後
五
時

ま
で

三

令
和
八
年
七

月
二
十
九
日
か

ら
同
月
三
十
一

日
ま
で
の
午
前

九
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で

す
る
技
能
及
び

知
識

教
習
指
導
員
（
普
通
）

一

令
和
八
年
八

月
三
十
一
日
か

ら
九
月
四
日
ま

で
の
午
前
九
時

か
ら
午
後
五
時

ま
で

二

令
和
八
年
九

月
十
一
日
か
ら

同
月
十
六
日

（
土
曜
日
・
日

曜
日
を
除

く
。
）
ま
で
の

午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で

三

令
和
八
年
九

月
二
十
八
日
か

ら
同
月
三
十
日

ま
で
の
午
前
九

時
か
ら
午
後
五

時
ま
で

右

同

教
習
に
関
す
る

技
能
及
び
知
識

技
能
検
定
員（
大
型
二
種
）

（
中
型
二
種
）

（
普
通
二
種
）

教
習
指
導
員（
大
型
二
種
）

（
中
型
二
種
）

（
普
通
二
種
）

一

令
和
八
年
四

月
二
十
八
日
の

午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で

二

令
和
八
年
五

月
十
三
日
の
午

前
九
時
か
ら
午

後
五
時
ま
で

三

令
和
八
年
六

月
三
日
の
午
前

九
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で

右

同

技
能
検
定
に
関

す
る
技
能
及
び

知
識

教
習
に
関
す
る

技
能
及
び
知
識
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四

令
和
八
年
七

月
二
十
八
日
の

午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で

五

令
和
八
年
八

月
二
十
五
日
の

午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で

六

令
和
八
年
十

月
二
十
二
日
の

午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で

七

令
和
八
年
十

一
月
四
日
の
午

前
九
時
か
ら
午

後
五
時
ま
で

八

令
和
八
年
十

一
月
二
十
六
日

の
午
前
九
時
か

ら
午
後
五
時
ま

で

技
能
検
定
員
（
大
自
二
）

教
習
指
導
員
（
大
自
二
）

一

令
和
八
年
四

月
十
六
日
の
午

前
九
時
か
ら
午

後
五
時
ま
で

二

令
和
八
年
六

月
二
十
九
日
の

午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で

三

令
和
八
年
九

月
十
日
の
午
前

九
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で

四

令
和
八
年
十

一
月
十
七
日
の

午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で

右

同

技
能
検
定
に
関

す
る
技
能
及
び

知
識

教
習
に
関
す
る

技
能
及
び
知
識

（
注
）
自
衛
隊
教
習
所
関
係
者
に
あ
っ
て
は
、
審
査
の
種
類
欄
の
「
技
能
検
定
員
（
大
型
）
」
を

「
技
能
検
定
員
（
普
通
）
」
に
、
「
教
習
指
導
員
（
大
型
）
」
を
「
教
習
指
導
員
（
普

通
）
」
に
、
「
技
能
検
定
員
（
普
通
）
」
を
「
技
能
検
定
員
（
大
型
）
」
に
、
「
教
習
指
導

員
（
普
通
）
」
を
「
教
習
指
導
員
（
大
型
）
」
に
読
み
替
え
る
こ
と
。

二

申
請
手
続

１

申
請
書
類
の
受
付
期
間
及
び
提
出
先

㈠

各
審
査
日
の
一
月
前
か
ら
審
査
前
日
ま
で

㈡

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
一
九
八
の
四

青
森
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

２

提
出
書
類

㈠

審
査
申
請
書

写
真
（
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
三
・
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
一
枚
を
貼
付
す
る
こ
と
。

㈡

審
査
規
則
第
十
七
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
審
査
申
請
書
に

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

㈢

当
該
審
査
を
受
審
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
た
め
、
審
査
規
則
第
三
条
及
び
第
十
一
条
に
定

め
る
書
類
を
審
査
当
日
提
示
す
る
こ
と
。

３

審
査
手
数
料

青
森
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条

例
第
百
一
号
）
別
表
に
定
め
る
額
を
、
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

４

そ
の
他

㈠

審
査
申
請
書
は
、
青
森
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る
こ
と
。

㈡

詳
細
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
（
電
話
〇
一
七
―
七
八
二
―

〇
〇
八
一
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
指
定
講
習
機
関

株
式
会
社
デ
ィ
ー
エ
ス
開
発
三
沢
自
動
車
学
校
の
行
う
特
定
講
習
の
全
部
廃
止
を
許
可
し
た
の
で
、

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の

規
程
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
六
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

一

廃
止
す
る
特
定
講
習

初
心
運
転
者
講
習
（
準
中
型
自
動
車
、
普
通
自
動
車
、
一
般
原
動
機
付
自
転
車
）

二

廃
止
年
月
日

令
和
八
年
三
月
六
日
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収

用

委

員

会

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
三
月
六
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

猪

原

健

一

起
業
者
の
名
称

青
森
県

二

事
業
の
種
類

む
つ
都
市
計
画
道
路
事
業
一
・
五
・
一
号
む
つ
横
浜
線
（
横
浜
北
バ
イ
パ
ス
工
区
）

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
１
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

別
表
２
の
と
お
り

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

別
表
３
の
と
お
り

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

別
表
１

収
用
し
よ
う
と
す
る
部
分

土
地
の
所
在

地
番

地
目

地
積
（
㎡
）

収
用
し
よ
う
と

し
、
明
渡
し
を

求
め
る
土
地
の

面
積
（
㎡
）

公
簿

現
況

公
簿

実
測

青
森
県
上
北
郡

横
浜
町
字
中
椛

名
木

46番
1

畑
畑

（
休
耕
）

1,010
1,010.25

1,003.94

別
表
２

氏
名

住
所

登
記
名
義
人
（
亡
）
岡
田
賢
一

法
定
相
続
人
（
亡
）
岡
田
さ
よ
の
法

定
相
続
人

法
定
持
分
4分
の
1
関
澤
由
香

茨
城
県
龍
ケ
崎
市
松
ケ
丘
3丁
目
1番
地
28

法
定
持
分
4分
の
1
平
野
貴
子

茨
城
県
水
戸
市
千
波
町
1411番

地
の
1

法
定
持
分
4分
の
1
岡
田
和
歌
子

東
京
都
港
区
芝
浦
2丁
目
14番
19-504号

法
定
持
分
4分
の
1
岡
田
和
人

青
森
県
青
森
市
青
葉
1丁
目
2番
地
8

ロ
イ
ヤ
ル
善
知
鳥
Ⅲ
-205

別
表
３

氏
名

住
所

権
利
の
種
類
等

協
同
組
合
日
専
連
青
森

代
表
理
事
五
戸
一

博
青
森
県
青
森
市
長
島
二
丁
目
18番
6

号

所
有
権
移
転
請
求
権
仮
登

記平
成
１
年
７
月
13日

第
2585号

受
付

根
抵
当
権

平
成
１
年
７
月
13日

第
2586号

受
付
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
一
円
七
十
銭


